
長沼町中小企業等応援給付金の対象となる主な要件と給付額

【主な要件】

１　新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年7月～10月(対象月)までの間の

　　ひと月の事業収入が2019年同月(基準月)比で20％以上減少している事業者

２　令和3年6月30日現在で、長沼町内で対象施設（店舗）を営む法人及び個人事業主

【交付額】

　法人、個人事業者ともに従業員等の数に応じて、

※従業員等には代表権を持つ会社役員も含みます（日雇は除く）。

長沼町への申請方法

【申請書類】

１　長沼町中小企業等応援給付金給付申請書（別記様式第１号）

２　従業員等名簿（別記様式第２号）

３　2019年（法人は基準月の属する事業年度）の確定申告書類及び法人事業概況説明書の写し

４　対象月の月間事業収入がわかるもの（売上台帳の写し等）

５　通帳の写し（口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名、支店名がわかるもの）

６　本人確認書類の写し【個人事業者のみ】（運転免許証(両面)、マイナンバーカード等）

７　誓約書（別記様式第３号）

※詳細は町ホームページの「長沼町中小企業等応援給付金給付要綱」を必ずご確認ください。

【受付方法及び受付期間】

１　受付は郵送申請のみとなります。（感染症の拡大防止のため、ご持参による申請は不可）

　(1) 受付期間：令和４年１月６日（木）から令和４年１月３１日（月）【消印有効】まで

   (2) 宛先

　　　郵便番号：〒０６９－１３９２

　　　住　　所：夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号

　　　宛　　名：長沼町役場産業振興課　中小企業等応援給付金申請受付

お問合せ先

　 【長沼町産業振興課商工観光係】

　電話番号：0123-76-8019

　受付時間：8：30～17：15（平日のみ）

※申請書は町ホームページからダウンロードいただくか、役場産業振興課及び商工会で申請書等をお渡しします。

　

【長沼町】中小企業等応援給付金　給付概要

　　　　　　１５万円～４５万円を交付します。

従業員等10人以下 従業員等11人以上20人以下 従業員等21人以上

交付額：１５万円
交付額：３０万円

交付額：４５万円

新型コロナウイルス感染症対策

長沼町独自制度


